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当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げます。

さて、標記のことについて、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長より通知が

ありましたのでお知らせします。

麻薬・麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

動薬協会発 33 号

平成2 5年4月30日

公益社団法人

理事長

日本動物用医薬品協会

福井邦顯

(公印省略)



社団法人日本動物用医薬品協会理事長殿

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

平成25年4月26日政令第 128号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬

及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第 238 号)が改正され、

今般、その施行について、各都道府県知事、各保健所設置市長及び各特別区長

宛て別添写しのとおり通知したので、内容を御了知の上、関係各機関に周知さ

れるようお願いします。

厚生労働省医薬食品局監視指導

(公印省略

薬食監麻発0426第 1号

平成 25年4月26日

麻薬対策課長

撲
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③

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する

政令の一部を改正する政令の施行について(通知)

平成25年4月26日政令第 128号をもって、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬

及び麻薬向精神薬原料を指定する政令(平成2年政令第 238 号。以下「指定政

令」という。)が、別添のとおり一部改正されたので、下記事項について御了

知の上、閔係各方面に対する周知徹底及び適切な指導方御配慮願いたい。

薬食発叫26 第 1 号

平成 25年4月26日

厚生労働省医薬食品局長

(公印省'略)

第1 改正要旨

1 改正の概要

次に掲げる物質については、麻薬と同種の有害作用及び麻薬と同種の濫

用のおそれが確認されたことから、これらを新たに麻薬として指定するた

め、指定政令を改正したものである。

①[1 -(5 -フルオロペンチル)- 1 Hーイ.ンドールー3ーイル]

(ナフタレンー1ーイル)メタノン

②[1 -(5-フルオロペンチル)- 1 Hーインドールー3ーイル]

(4ーメチルナフタレンー 1 ーイル)メタノン

2 改正の内容

次の物質を麻薬に指定したこと。(指定政令第一条関係)

①[1 -(5-フルオロペンチル)- 1 Hフインドールー3ーイル]
(ナフタレンー1ーイル)メタノン及びその塩類

②[1 -(5 -フルオロペンチル)- 1 Hーインドールー3ーイル]

(4ーメチルナフタレンー1ーイル)メタノン及びその塩類

3 施行期日

公布の日(平成 25年4月26日)から起算して 30日を経過した日.(平

成25年5月26日)から施行するものであること。

・己



第2 改正政令の施行に当たっての留意事項

①研究者及びその他の者が業務又は研究のため、今般麻薬に指定される物

質(以下「麻薬指定物質」という。)を継続して取り扱う場合には、指定

政令の一部を改正する政令の施行.日以降、.・麻薬及び向精神薬取締法(昭和

28年法律第 14 号。以下「麻向法」という。)による規制を受けることと

なることから、当該施行日までにあらかじめ麻薬研究者等の免許取得等必

要な手続を行わせるとともに、記録、保管、届出等の規制事項について指

導し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

②既に麻薬研究者等の免許を取得している者が、麻薬指定物質を取り扱う

場合についても、①と同様に記録、保管、届出等規制事項について指導

し、管理不備に起因する事故が発生しないよう指導されたいこと。

③①及び②について、麻向法第 49 条等の規定に基づく麻薬研究者等の届

出書に記載する期初在庫数量については、施行日、(平成25年5月26日)

現在の在庫数量を記載するよう指導されたいこと。

④研究者及びその他の者が所有している麻薬指定物質のうち、今後必要と

しないものについては、指定政令の一部を改正する政令の施行日前であれ

ぱ廃棄するよう指導し、施行日以後であれぱ所有権を放棄するよう指導さ

れたいこと。また、麻薬指定物質を廃棄するときは、焼却等当該物質を回

'収することが困難となるような方法で行うよう指導されたいこと。なお、

施行日以降に発見した場合は、所定の調査を行い、状況に応じた措置をと

られたいこと。

第3 物質の構造式等

①化学名:[1 -(5-フルオロペンチル)- 1 Hーインドールー 3ーイ

ル](ナフタレンー 1 ーイル)メタノン

通称:AM2201

構造
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②化学名

通称

構造

[1 -(5 -フルオロペンチル)

ル](4ーメチルナフタレンー 1

MAM-2201

I Nーインドールー3ーイ

ーイル)メタノン

0
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の
規
定
に
基

一

一
づ
ミ
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

肇
、
棄
原
霜
物
、
向
精
禦
及
び
棄
向
精
神

棄
原
料
を
渠
す
る
政
令
(
平
成
二
年
政
令
第
一
一
百
三
十

、
八
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
美
十
号
を
第
九
十
二
号
と
し
、
篁
ハ
十
一

,
号
か
ら
第
八
式
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
親
り
下
げ
、
篁
ハ

十
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

一
六
十
一
[
一
 
1
 
(
五
1
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
)
 
1
一

-
 
H
ー
イ
ン
ド
ー
ル
ー
Ξ
,
ー
イ
ル
]
(
ナ
フ
タ
レ
ン
ー

一
ー
イ
ル
)
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

0
内
閣
府
令
第
二
十
五
号

標
雄
的
な
官
職
を
定
め
る
政
令
(
平
成
二
十
一
年
政
令

第
三
十
号
)
の
規
定
に
基
づ
ぎ
、
標
準
的
な
官
職
を
定
め

る
政
令
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
標
凖
的
な
官
職

等
を
定
め
る
内
閻
府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
六
日

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

標
準
的
な
官
職
を
定
め
る
零
に
規
定
す
る
内
閣

府
令
で
定
め
る
標
準
的
な
官
職
等
を
定
め
る
内
閣

府
令
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

標
運
的
な
官
職
を
定
め
る
政
令
に
規
定
す
る
内
閣
府
令

で
定
め
る
標
準
的
な
官
職
等
を
定
め
る
内
閣
府
令
(
平
成

二
十
一
哲
閣
府
令
第
二
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

第
一
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

4
 
表
一
の
項
第
三
傷
石
亨
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
内

閣
審
議
官
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
中
心
密
地
種
化
本
部
、
都
市
再
生
本
部
、
構

造
肇
特
別
区
域
推
進
本
部
、
地
域
再
生
本
部
及
ぴ

総
合
特
別
区
域
推
進
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を

掌
理
す
る
も
の

二
知
的
財
産
戦
築
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を
掌

理
す
る
も
の

Ξ
郵
政
民
営
化
推
進
本
部
に
関
す
る
事
務
の
処
理
を

掌
理
す
る
も
の

四
国
家
公
務
員
制
度
改
革
釜
本
部
の
事
務
局
次
長

に
充
て
ら
れ
た
も
の

五
掘
致
問
題
の
綴
の
た
め
の
戦
略
的
取
組
及
ぴ
総

合
的
対
策
を
推
進
す
る
た
め
の
本
部
に
関
す
る
事
務

の
処
理
を
掌
理
す
る
も
の

六
 
T
P
P
 
(
美
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
)
に
関

す
る
主
要
閖
僚
会
議
及
び
幹
事
会
に
係
る
事
務
を
処

理
し
、
ま
た
、
 
T
P
P
協
定
交
渉
等
に
関
す
る
方
卦

等
の
企
画
及
び
立
案
並
び
に
総
合
調
整
を
行
う
た
め

の
本
部
に
置
か
れ
、
分
野
別
チ
ー
ム
を
統
括
す
る
も

の
七
前
号
の
本
部
に
置
か
れ
、
轟
チ
ー
ム
を
統
括
す

る
も
の

附

則

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

太
郎

昭
宏

晋
Ξ

厚
生
労
働
大
臣
田
村
憲
久

内
閣
総
理
大
臣
安
倍
晋
三

府

官

、

令

附
リ

0
農
林
水
産
省
令
第
三
十
二
号

森
法
(
昭
和
二
士
ハ
年
基
璽
二
百
四
十
九
号
)
第

百
八
十
七
条
第
Ξ
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
奮
施
姦

則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

霞
二
十
五
年
四
月
二
士
ハ
日

農
赫
水
産
大
臣
林
芳
正

璽
施
窺
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

璽
施
頚
則
(
昭
和
二
土
ハ
年
農
林
省
令
第
五
十

四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
究
条
の
見
出
し
を
「
(
試
験
の
区
分
及
ひ
回
数
)
」

に
改
め
、
同
番
コ
は
」
の
下
に
「
、
次
に
掲
げ
る
区

分
ビ
と
に
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
る
。

一
林
業
一
般

二
地
域
鬻
懿
枯
合
監
理

努
十
一
条
第
一
項
中
「
試
験
は
」
を
「
第
八
十
九
条

第
言
ぢ
の
区
分
の
試
験
は
」
に
、
同
項
第
一
号
ハ
中
「
又

は
指
導
」
を
「
若
し
く
は
指
導
又
は
森
の
整
備
及
び
保

全
の
監
理
(
計
画
的
な
霖
の
整
備
及
び
保
全
を
目
的
と

し
て
、
葉
に
関
す
る
技
術
に
つ
い
て
の
知
見
を
活
用
し

て
そ
の
企
画
及
ひ
立
案
並
び
に
実
施
又
は
実
施
の
指
導
を

行
う
こ
と
を
い
う
゛
次
条
二
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て

同
じ
J
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3
 
第
一
項
の
規
定
は
、
第
八
究
条
第
二
号
の
区
分
の

試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
第
一
昂
「
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
か
」
と

あ
る
の
は
「
ハ
」
と
、
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
「
五
年
」

と
、
同
項
第
二
号
中
「
四
年
」
と
あ
る
の
は
「
七
年
以

上
に
達
し
、
か
つ
、
同
号
ハ
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
し

た
期
問
を
通
算
し
た
期
間
が
五
年
」
と
、
同
項
第
三
号

中
「
六
年
」
と
あ
る
の
は
「
九
年
以
上
に
達
し
、
か
つ
、

同
号
ハ
に
掲
げ
る
職
務
に
従
事
し
た
期
問
を
通
算
し
た

期
問
が
五
年
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
十
年
」
と
あ
る

の
は
「
十
一
年
以
上
に
達
し
、
か
つ
、
同
号
ハ
忙
掲
げ

る
職
務
に
従
事
し
た
期
間
を
通
算
し
た
期
間
が
五
年
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

讐
十
二
条
第
一
項
中
「
者
は
」
の
下
に
「
、
前
条
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
又

は
指
導
に
従
事
し
た
者
は
」
を
「
若
し
く
は
指
導
又
は
森

林
の
整
備
馨
保
全
の
監
理
に
従
事
し
た
者
は
、
前
条
の

六
十
ニ
ロ
ー
(
五
1
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル
)
 
1
一

H
ー
イ
ン
ド
ー
ル
ー
三
ー
イ
ル
]
(
四
ー
メ
チ
ル
ナ
フ

一
タ
レ
ン
ー
一
ー
イ
ル
〕
メ
タ
ノ
ン
及
び
そ
の
塩
類

省

亀

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
Ξ
十
日
を
経

通
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。

令

平成25年4月26日金曜日

州

削

報 第6035号

岡ヤ'置^^^、'^

肌

111


